
阿賀野市教育委員会告示第１０号 

告示の訂正 

令和３年５月２６日付け阿賀野市教育委員会告示第９号で行った告示の一部につい

て、下記のとおり訂正する。 

令和３年６月１０日 

                       阿賀野市教育委員会 

教育長  神 田 武 司 

 

記 

１ 告示した文書及び訂正内容 

  阿賀野市児童生徒ボランティア活動補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

  （令和３年阿賀野市教育委員会告示第９号） 

正 誤 

 

阿賀野市児童生徒ボランティア

活動補助金交付要綱の一部を改正する

要綱 

阿賀野市児童生徒ボランティア活動

補助金交付要綱（平成２９年阿賀野市

教育委員会告示第１０号）の一部を次

のように改正する。 

  第３条第１項中「、各学校における

各種大会等参加経費前年度実績の４分

の１を上限とし」を「、阿賀野市児童

生徒各種大会参加費補助金要綱（平成

１８年    教育委員会告示第２

号）に定める交付対象経費の４分の１

を上限とし」に改め、同条第２項を削

る。 

 

【以下略】 

 

阿賀野市児童生徒ボランティア

活動補助金交付要綱         

   

 阿賀野市児童生徒ボランティア活動

補助金交付要綱（平成２９年阿賀野市

教育委員会告示第１０号）の一部を次

のように改正する。 

第３条第１項中「、各学校における

各種大会等参加経費前年度実績の４分

の１を上限とし」を「、阿賀野市児童

生徒各種大会参加費補助金要綱（平成

１８年２月１日教育委員会告示第２

号）に定める交付対象経費の４分の１

を上限とし」に改め、同条第２項を削

る。 

 

【以下略】 

 

２ 告示をした期間 

 令和３年５月２６日から令和３年６月４日まで 

3.6.21 


